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アルゼンチン当局、非居住者
投資家に関する追加課税規制
を公表
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2018年4月9日、アルゼンチン当局は、非居住者投資家に関する課税改正事項
の明確化を図るため、官報にて法令第279/2018号（以下「同法令」）を追加規制
として公表しました。同法令は税制改革（第27,430号法定）の一環として制定さ
れ、2018年4月10日に施行されました。同法令に基づき、アルゼンチン公共歳入
連邦管理庁（AFIP）は、非居住者投資家を対象とした税金の支払と徴収に必要な手
続きと仕組みを発表する見通しです。

法令第279/2018号
同法令では、LEBACs（アルゼンチン中央銀行債券）から生じる所得について、アル
ゼンチンの所得とみなす割合を定めています。同法令によると、アルゼンチン源泉
の所得とみなされる割合は100%であり（所得全額がアルゼンチン源泉）、当該所
得に対し5%の税率が適用されます。中央銀行もしくは同等の国家機関の監督下
にある銀行として認可されており、「非協力的」又は低課税もしくは非課税管轄地
域に所在していない外国人投資家は、所得の43%のみがアルゼンチン源泉の所得
としてみなされ、5%の税率で課税されます。アルゼンチンペソ建て投資に適用さ
れる税率が5%であることから、実効税率は、ほとんどの場合が5%、銀行の場合が
2.15%（5%ｘ43%）となります。
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さらに同法令では、以下の規定が設けられています。

• 投資家が「非協力的」管轄地域として指定されている国に 
居住している場合、あるいはファンドが「非協力的」管轄地域
から資金提供を受けている場合、適用されるキャピタルゲ
イン税率は35%になります。

• 「コモンインベストメントファンド」（アルゼンチン独自のフ
ァンド）として指定されている先への投資については、特定
の条件に基づき、適用される税務上の取扱いが当該ファン
ドが保有する主要原資産に適用される取扱いと同じになり
ます。

• LEBACsから生じる課税対象利益を算出するために取得
コストを決定する必要がある場合、納税者は募集価格を用
いることができますが、適用可能な場合は、2017年12月 
31日の最終約定価格もしくは気配のうちいずれか高い 
価格を使用することも認められています。ただし、アルゼン
チン証券委員会が他の手続きを定めた場合はこの限りでは
ありません。

また同法令では、税務当局が公表した最新の「協力的」管轄地
域リストに含まれていない管轄地域は「非協力的」とみなすとし
ています。税制改革（法律第27,430号）に基づき行政府が「非
協力的」管轄地域の新しいリストを発表するまで、以下の「協力
的」管轄地域リスト（2017年版）が適用されます。

アルゼンチンで事業を行う企業やアルゼンチンに投資する 
様々な利害関係者は、今回の追加規制の影響を検討し、アル 
ゼンチンにおける現在及び将来の投資や事業に対する影響を
評価する必要があります。
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EYについて
EYは、アシュアランス、税務、トランザクションおよびアドバイザリーなどの分野における世界的なリー
ダーです。私たちの深い洞察と高品質なサービスは、世界中の資本市場や経済活動に信頼をもたらし
ます。私たちはさまざまなステークホルダーの期待に応えるチームを率いるリーダーを生み出してい
きます。そうすることで、構成員、クライアント、そして地域社会のために、より良い社会の構築に貢献
します。

EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバル・ネットワークであり、単体、もし
くは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アン
ド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していませ
ん。詳しくは、ey.com をご覧ください。
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EY税理士法人は、EYメンバーファームです。税務コンプライアンス、クロスボーダー取引、M&A、組
織再編や移転価格などにおける豊富な実績を持つ税務の専門家集団です。グローバルネットワーク
を駆使して、各国税務機関や規則改正の最新動向を把握し、変化する企業のビジネスニーズに合わ
せて税務の最適化と税務リスクの低減を支援することで、より良い社会の構築に貢献します。詳しく
は、www.eytax.jp をご覧ください。
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